
 「宮崎県の県立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」策定について

教育庁教職員課

令和８年２月４日（水）
宮崎県総合教育会議資料

２ 本県県立学校教職員の時間外在校等時間の状況 （令和７年１０月）

高等学校 ４５時間以下 ４５時間超～８０時間以下 ８０時間超

校長 ７３．０％ ２７．０％ ０％

副校長・教頭 ５２．６％ ４０．４％ ７．０％

教諭等 ５３．７％ ２７．５％ １８．８％

事務職員 ９２．８％ ６．１％ １．１％

特別支援学校 ４５時間以下 ４５時間超～８０時間以下 ８０時間超

校長 ７５．０％ ２５．０％ ０％

副校長・教頭 ２２．２％ ６６．７％ １１．１％

教諭等 ８７．４％ １１．７％ ０．８％

事務職員 ８６．３％ ９．８％ ３．９％

依然、１箇月あたりの時間外在校等時間４５時間を超える割合が多数

【データの出典】令和７年度宮崎県教職員の勤務状況調査（令和７年10月：県教育委員会実施）

１ 給特法の一部改正（令和７年６月）

４ 令和８年度以降について

○「宮崎県の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計
画」の着実な実行及び進捗管理

○保護者や地域の理解を得るための同計画の周知・広報
○個々の教職員の勤務時間のモニタリング等による各学校への
個別支援

○毎年度、総合教育会議や定例教育委員会において同計画の取
組状況や数値目標の達成状況等について報告

★全ての子どもたちへのよりよい教育の実現に向け、
教師が教師でなくてはできないことに集中できる
環境の整備に資する。

令和７年６月の給特法の一部改正により、教職員の健康・
福祉の確保に向けた「業務量管理・健康確保措置実施計画」
を各教育委員会において令和７年度末までに策定することが
義務化された。また令和８年度からは、総合教育会議にも進
捗状況等を報告するなど、知事部局とも連携を図りつつ、計
画を遂行していくことが求められることとなった。
【政府が掲げる目標】※一部抜粋
○１箇月の時間外在校等時間45時間以下の教職員の割合が
100％となることを目指す。
○１年間における教職員の１箇月の時間外在校等時間を平
均で30時間程度とすることを目指す。
○１年間の時間外在校等時間が360時間以下となることを
目指す。
※その他、教職員のワーク・ライフ・バランスや働きがい
等に関する目標についても、各自治体の実情に応じて設
定する。

３ 業務量管理・健康確保措置計画の内容等

Ⅰ 計画の概要
１ 計画の趣旨 ２ 期間 ３ 教職員の勤務状況

Ⅱ 基本的な考え方
１ 在校等時間の定義
２ 在校等時間の把握等について
３ 目標

Ⅲ 実施する業務管理・健康確保措置の内容
１ 「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し
２ 教職員の健康及び福祉の確保に関する取組

Ⅳ 関連する取組、今後のフォローアップについて

令和８年３月末の公表に向け、現在策定中


	スライド 1

